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第
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千
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百
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十
七
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

九
一

月 曜 日

第
二
千
八
百
六
十
七
号

　

平
成
三
十
一
年

三
月
十
一
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
要
措
置
区
域
の
指
定
の
解
除	

九
一

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除	

九
一

○
道
路
の
区
域
変
更	

九
一

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出	

九
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
変
更
の
届
出	

九
二

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出	

九
二

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任	

九
三

○
平
成
三
十
一
年
二
級
建
築
士
試
験
の
実
施	

九
三

○
平
成
三
十
一
年
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施	

九
四

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
六
十
号

　

土
地
が
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を

防
止
す
る
た
め
当
該
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
と
し
て
平
成
二
十
九
年
山

梨
県
告
示
第
三
百
十
九
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
、
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四

年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
指
定
を
解
除
す
る
。
そ
の
関
係
図
面

は
、
山
梨
県
森
林
環
境
部
大
気
水
質
保
全
課
及
び
山
梨
県
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

指
定
を
解
除
す
る
区
域　

甲
斐
市
篠
原
字
山
ノ
神
千
三
百
五
十
五
番
一
及
び
千
三
百
五
十
五
番
二

の
各
一
部

二	　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三	　

指
定
を
解
除
す
る
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置　

土
壌
汚
染
の
除
去

山
梨
県
告
示
第
六
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所　

南
ア
ル
プ
ス
市
六
科
字
堀
向
八
三
五
の
五
か
ら
八
三
五
の
一

〇
ま
で
、
八
三
五
の
内
七
、
八
三
五
の
一
三

二	　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

水
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由　

指
定
理
由
の
消
滅

山
梨
県
告
示
第
六
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
ま
で

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

日
影
笹
子
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

大
月
市
笹
子
町
黒
野
田
字
狩
屋
野
一
三
九
番
二
地

先
か
ら

大
月
市
笹
子
町
黒
野
田
字
天
庭
二
四
〇
番
一
地
先

ま
で

旧

七
・
〇
〜
一
八
・
一

七
七
・
四

新

七
・
〇
〜

一
〇
・
五

七
七
・
四

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
七
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
一
日

九
二

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

株
式
会
社
オ
ギ

ノ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス　

代
表
取
締
役　

荻
野
寛
二　

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号　

外
二
者

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

グ
リ
ー
ン
タ
ウ
ン
甲
府
東
（
北
エ
リ
ア
）　

山
梨
県

甲
府
市
向
町
字
蛭
田
百
二
十
一
番
一
外

　

2
	　

変
更
し
た
事
項

　
　

㈠	　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ン
ザ
サ
ミ
ッ
ト

代
表
取
締
役　

保
坂
東
吾

山
梨
県
甲
府
市
後
屋
町
三
百
六
十
三
番
地

外
二
者

株
式
会
社
オ
ン
ザ
サ
ミ
ッ
ト

代
表
取
締
役　

保
坂
の
り
子

山
梨
県
甲
府
市
後
屋
町
三
百
六
十
三
番
地

外
二
者

　
　

㈡	　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役　

荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

外
一
者　

外
未
定

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役　

荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

外
三
者

　

3
	　

変
更
の
年
月
日　

平
成
三
十
年
四
月
五
日
外

三　

届
出
年
月
日　

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
七
月
十
一
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

株
式
会
社
オ
ン

ザ
サ
ミ
ッ
ト　

代
表
取
締
役　

保
坂
の
り
子　

山
梨
県
甲
府
市
後
屋
町
三
百
六
十
三
番
地

二　

届
出
の
概
要

　

1
	　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

グ
リ
ー
ン
タ
ウ
ン
甲
府
東　

山
梨
県
甲
府
市
向
町
字

蛭
田
百
二
十
三
番
一
外

　

2
	　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ン
ザ
サ
ミ
ッ
ト

代
表
取
締
役　

小
田
切
常
雄

代
表
取
締
役　

保
坂
東
吾

山
梨
県
甲
府
市
後
屋
町
三
百
六
十
三
番
地

株
式
会
社
オ
ン
ザ
サ
ミ
ッ
ト

代
表
取
締
役　

保
坂
の
り
子

山
梨
県
甲
府
市
後
屋
町
三
百
六
十
三
番
地

　

3
	　

変
更
の
年
月
日　

平
成
三
十
年
四
月
五
日

三　

届
出
年
月
日　

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
七
月
十
一
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
七
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
一
日

九
三

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

届
出
者

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

住
所

株
式
会
社
フ
ォ
レ
ス
ト
モ
ー
ル

代
表
取
締
役　

多
田
直
樹

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
六
番
一
号　

新
宿

住
友
ビ
ル
十
一
階

二　

届
出
の
概
要

　

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

㈠	　

名
称　

（
仮
称
）
フ
ォ
レ
ス
ト
モ
ー
ル
甲
斐
竜
王

　
　

㈡	　

所
在
地　

山
梨
県
甲
斐
市
富
竹
新
田
字
大
明
神
河
原
千
七
百
十
四
番
一
外

　

2
	　

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
更
事
項

変
更
前

変
更
後

廃
棄
物
等
の
保
管

施
設
の
位
置

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

　

3　

変
更
す
る
年
月
日　

平
成
三
十
一
年
十
一
月
二
日

三　

届
出
年
月
日　

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
七
月
十
一
日
ま
で

◉　

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
笛
吹

川
沿
岸
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

役
職
名

氏　
　

名

住　
　
　

所

退　

任　

年　

月　

日

理
事

渡
辺
亨

中
央
市
関
原
千
二
百
八
十
五
番
地

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
一
日

◉　

平
成
三
十
一
年
二
級
建
築
士
試
験
の
実
施

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
一
年
二
級

建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
同
法
第
十
五
条
の

六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
梨
県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン

タ
ー
に
行
わ
せ
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

試
験
日
時

　

1　

学
科
の
試
験　

平
成
三
十
一
年
七
月
七
日
（
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

　

2　

設
計
製
図
の
試
験　

平
成
三
十
一
年
九
月
十
五
日
（
日
）
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二　

試
験
場
所　

甲
府
市
酒
折
二
丁
目
四
番
五
号　

山
梨
学
院
大
学

三　

受
験
申
込
み
手
続

　

1　

郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み

　
　

㈠	　

郵
送
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
は
、
次
の
⑴
又
は
⑵
に
該
当
す
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

　
　
　

⑴	　

過
去
に
二
級
建
築
士
試
験
を
受
験
し
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
、
当
該
二
級
建
築
士
試
験

の
受
験
票
又
は
合
否
の
通
知
書
を
提
出
で
き
る
者

　
　
　

⑵	　

勤
務
地
、
居
住
地
等
が
離
島
等
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
直
接
申

込
み
が
で
き
な
い
場
合
で
、
勤
務
先
の
証
明
書
、
住
民
票
等
を
提
出
で
き
る
者

　
　

㈡　

受
験
申
込
み
受
付
期
間　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
五
日
（
月
）
ま
で

　
　

㈢	　

受
験
申
込
み
方
法　

㈣
の
提
出
先
に
受
験
申
込
書
そ
の
他
別
に
案
内
す
る
書
類
を
簡
易
書
留

に
よ
り
郵
送
す
る
こ
と
（
平
成
三
十
一
年
四
月
十
五
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
る
。）。

　
　

㈣	　

受
験
申
込
書
の
請
求
先
及
び
提
出
先　

郵
便
番
号
一
〇
二
｜
〇
〇
九
四
東
京
都
千
代
田
区
紀

尾
井
町
三
番
六
号
紀
尾
井
町
パ
ー
ク
ビ
ル
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
（
以

下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
本
部

　

2　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

　
　

㈠	　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
は
、
平
成
十
六
年
以
降
に
二
級
建
築
士
試
験
の
受

験
を
申
し
込
ん
だ
こ
と
の
あ
る
者
の
う
ち
、
受
験
の
申
込
み
に
必
要
な
個
人
情
報
の
使
用
に
つ

い
て
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

㈡	　

受
験
申
込
み
受
付
期
間　

平
成
三
十
一
年
四
月
八
日
（
月
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
十
五
日



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
六
十
七
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
一
日

九
四

（
月
）
午
後
四
時
ま
で

　
　

㈢	　

受
験
申
込
み
方
法　

セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.jaeic.or.jp/

）
に
お
い

て
必
要
な
事
項
を
入
力
し
、
申
し
込
む
こ
と
。

　

3　

受
付
場
所
へ
の
持
参
に
よ
る
受
験
申
込
み

　
　

㈠	　

過
去
に
二
級
建
築
士
試
験
を
受
験
し
た
こ
と
が
な
い
者
又
は
1
若
し
く
は
2
に
掲
げ
る
方
法

に
よ
る
受
験
の
申
込
み
が
で
き
な
い
者
は
、
受
験
申
込
書
を
㈢
の
提
出
先
に
受
験
者
本
人
が
持

参
す
る
方
法
に
よ
り
受
験
申
込
み
を
行
う
こ
と
。

　
　

㈡	　

受
験
申
込
み
受
付
期
間　

平
成
三
十
一
年
四
月
十
八
日
（
木
）
か
ら
同
月
二
十
二
日
（
月
）

ま
で
の
毎
日
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈢	　

受
験
申
込
書
の
請
求
先
及
び
提
出
先　

郵
便
番
号
四
〇
〇
｜
〇
〇
三
一
甲
府
市
丸
の
内
一
丁

目
十
四
番
十
九
号
山
梨
県
建
設
業
協
同
組
合
会
館
一
階
一
般
社
団
法
人
山
梨
県
建
築
士
会

四	　

合
格
者
の
発
表　

平
成
三
十
一
年
十
二
月
五
日
（
木
）
（
学
科
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
同
年
八
月

二
十
七
日
（
火
）
）

五　

そ
の
他

　

1
	　

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
は
、
平
成
三
十
一
年
六
月
十
二
日
（
水
）
頃
か
ら
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.jaeic.or.jp/

）
に
お
い
て
公
表
す
る
。

　

2
	　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
（
電
話
〇
三
｜
六
二
六
一
｜
三
三
一
〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ

と
。

◉　

平
成
三
十
一
年
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
一
年
木
造

建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
同
法
第
十
五
条
の

六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
梨
県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン

タ
ー
に
行
わ
せ
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

試
験
日
時

　

1　

学
科
の
試
験　

平
成
三
十
一
年
七
月
二
十
八
日
（
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

　

2　

設
計
製
図
の
試
験　

平
成
三
十
一
年
十
月
十
三
日
（
日
）
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二　

試
験
場
所　

甲
府
市
酒
折
二
丁
目
四
番
五
号　

山
梨
学
院
大
学

三　

受
験
申
込
み
手
続

　

1　

郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み

　
　

㈠	　

郵
送
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
は
、
次
の
⑴
又
は
⑵
に
該
当
す
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

　
　
　

⑴	　

過
去
に
木
造
建
築
士
試
験
を
受
験
し
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
、
当
該
木
造
建
築
士
試
験

の
受
験
票
又
は
合
否
の
通
知
書
を
提
出
で
き
る
者

　
　
　

⑵	　

勤
務
地
、
居
住
地
等
が
離
島
等
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
直
接
申

込
み
が
で
き
な
い
場
合
で
、
勤
務
先
の
証
明
書
、
住
民
票
等
を
提
出
で
き
る
者

　
　

㈡　

受
験
申
込
み
受
付
期
間　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
五
日
（
月
）
ま
で

　
　

㈢	　

受
験
申
込
み
方
法　

㈣
の
提
出
先
に
受
験
申
込
書
そ
の
他
別
に
案
内
す
る
書
類
を
簡
易
書
留

に
よ
り
郵
送
す
る
こ
と
（
平
成
三
十
一
年
四
月
十
五
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
る
。）。

　
　

㈣	　

受
験
申
込
書
の
請
求
先
及
び
提
出
先　

郵
便
番
号
一
〇
二
｜
〇
〇
九
四
東
京
都
千
代
田
区
紀

尾
井
町
三
番
六
号
紀
尾
井
町
パ
ー
ク
ビ
ル
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
（
以

下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
本
部

　

2　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

　
　

㈠	　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
の
申
込
み
は
、
平
成
十
六
年
以
降
に
木
造
建
築
士
試
験
の
受

験
を
申
し
込
ん
だ
こ
と
の
あ
る
者
の
う
ち
、
受
験
の
申
込
み
に
必
要
な
個
人
情
報
の
使
用
に
つ

い
て
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

㈡	　

受
験
申
込
み
受
付
期
間　

平
成
三
十
一
年
四
月
八
日
（
月
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
十
五
日

（
月
）
午
後
四
時
ま
で

　
　

㈢	　

受
験
申
込
み
方
法　

セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.jaeic.or.jp/

）
に
お
い

て
必
要
な
事
項
を
入
力
し
、
申
し
込
む
こ
と
。

　

3　

受
付
場
所
へ
の
持
参
に
よ
る
受
験
申
込
み

　
　

㈠	　

過
去
に
木
造
建
築
士
試
験
を
受
験
し
た
こ
と
が
な
い
者
又
は
1
若
し
く
は
2
に
掲
げ
る
方
法

に
よ
る
受
験
の
申
込
み
が
で
き
な
い
者
は
、
受
験
申
込
書
を
㈢
の
提
出
先
に
受
験
者
本
人
が
持

参
す
る
方
法
に
よ
り
受
験
申
込
み
を
行
う
こ
と
。

　
　

㈡	　

受
験
申
込
み
受
付
期
間　

平
成
三
十
一
年
四
月
十
八
日
（
木
）
か
ら
同
月
二
十
二
日
（
月
）

ま
で
の
毎
日
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈢	　

受
験
申
込
書
の
請
求
先
及
び
提
出
先　

郵
便
番
号
四
〇
〇
｜
〇
〇
三
一
甲
府
市
丸
の
内
一
丁

目
十
四
番
十
九
号
山
梨
県
建
設
業
協
同
組
合
会
館
一
階
一
般
社
団
法
人
山
梨
県
建
築
士
会

四	　

合
格
者
の
発
表
及
び
合
否
等
の
通
知　

平
成
三
十
一
年
十
二
月
五
日
（
木
）
（
学
科
の
試
験
に
つ

い
て
は
、
同
年
九
月
十
日
（
火
）
）

五　

そ
の
他

　

1
	　

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
は
、
平
成
三
十
一
年
六
月
十
二
日
（
水
）
頃
か
ら
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.jaeic.or.jp/

）
に
お
い
て
公
表
す
る
。

　

2
	　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
（
電
話
〇
三
｜
六
二
六
一
｜
三
三
一
〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ

と
。


